
堺市中小企業デジタル化促進補助金交付要綱 

 

令和３年５月２０日制定 

 

１ 補助金の名称 

  補助金の名称は、堺市中小企業デジタル化促進補助金（以下「補助金」という。）とする。 

 

２ 補助金の目的 

  人手不足や原油価格高騰をはじめとする、企業を取り巻く環境が急激に変化している中、市

内中小企業の生産性向上をめざし、市内中小企業がデジタルツールを活用して、将来にわたり

継続的に自社の業務の成長・発展に取り組む費用の一部を補助することで、市内中小企業の経

営基盤の強化を図る。 

 

３ 定義 

  この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和３８年法律１５４号)第２条第１項に規定する中小企業

者(みなし大企業は除く) 及び常時使用する従業員の数が３００人以下の社会福祉法人をい

う。 

(2) みなし大企業 次のいずれかに該当するものをいう。 

① 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有する。 

② 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有する。 

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占める。 

(3) デジタルツール 「IoT」や「AI」、「ロボット」、「RPA」、「ソフトウェア」、「クラウドサー

ビス」のことをいう。 

(4) IoT 単に従来から行われている単独機械の自動化や工程内の生産管理の導入にとどまら

ず、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される各種の情報・データ

を活用して、①監視（モニタリング）、②保守（メンテナンスサービス）、③制御（コントロ

ール）、④データ分析（アナライズ）のいずれかを行うことをいう。 

(5) AI 人間の使う自然な言語を理解したり、論理的な推論をしたり、さらには経験から学習

したりするプログラムやソフトウェア等のことをいう。 

(6) ロボット センサー、知能・制御系、駆動系の３つの要素技術を有する知能化した機械シ

ステムのことをいう。 

  

４ 堺市補助金交付規則との関係 

  補助金の交付については、堺市補助金交付規則（平成 12 年堺市規則第 97 号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

５ 補助事業等 

(1) 補助対象者は、次のアからウの全てに該当する者とする。 



ア 本市内に事業所がある中小企業である者のうち市税の滞納のない者、かつ、補助事業終

了後に実施する調査に協力できる者 

イ （公財）堺市産業振興センターが実施する産業 DX支援センター又は堺商工会議所におい

て、本補助金の補助事業に関する支援を受けた者 

ウ 経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公開している「マナビ DX」に掲載

しているオンライン講座を受講した者 

(2) 補助対象事業は、次のとおりとする。 

  補助対象者がデジタルツールを活用して、将来にわたり継続的に自社業務の成長・発展を図

る事業 

(3) 補助対象期間は、交付決定日から交付決定日の属する年度の２月１３日までとする。 

 

６ 補助対象経費は、次のとおりとする。 

別表第１に掲げるもののうち、補助事業の執行に必要と認められる経費 

 

７ 補助金の額 

 (1) ５(2)に係る補助金の額等は次のとおりとする。 

ア 補助金の額は予算の範囲内で、補助対象経費の２分の１以内 

イ 補助金の上限額は、１，０００，０００円。 

(2) 補助金の額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

(3) 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する消費税及び地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）に規定する地方消費税に規定する額は、補助対象経費から除外するものとす

る。 

 

８ 補助金の交付申請 

補助金の交付申請をしようとする者は、堺市中小企業デジタル化促進補助金交付申請書(様

式第１号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 役員情報届出書(様式第１号の２。法人の場合に限る)  

(2) 事業計画書(様式第２号) 

(3) 収支予算書(様式第３号) 

(4) 補助対象経費の内訳書 

(5) 補助対象経費の見積書その他これに相当する書類の写し 

(6) 補助事業について、産業 DX支援センター又は堺商工会議所の支援を受けたことを証する

書類の写し 

(7) 産業 DX支援センター又は堺商工会議所発行のロードマップ 

(8) 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」

を宣言したことが分かる資料（IPAからの通知メール「【SECURITY ACTION】自己宣言の手

続完了のお知らせ」等） 

(9) 発行後３か月以内の履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は、（ⅰ）発行後３か月以内

の住民票、（ⅱ）個人事業の開業・廃業等届出書の写し、の両方。) 



(10) 納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税(個人事業者の場合は、直近

の年度に係る市民税)の納税証明書(非課税の個人事業者の場合は非課税証明書。第 1期決

算未達の場合は申立書) 

 (11) 堺 DX診断の診断結果 

(12) 受講した「マナビ DX」掲載講座の講座名が記載されているマナビ DXの Webページをプ

リントアウトしたもの 

(13) 会社案内又はそれに類するもの 

(14) その他市長が必要と認める書類 

 

９ 補助金の交付の条件 

  市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。 

(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更（予算総額の２０パーセント以内の流用増減を除く。）

をし、若しくは補助事業の内容の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようと

する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合にお

いては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(4) 規則の規定に従うこと。 

 

１０ 補助金の交付決定の通知 

(1) 市長は、８の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきもの

と認めたときは、堺市中小企業デジタル化促進補助金交付決定通知書(様式第４号)により通

知するものとする。 

(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその

旨を申請者に堺市中小企業デジタル化促進補助金不交付決定通知書(様式第５号)により通

知するものとする。 

 

１１ 交付申請の取下げ 

(1) 申請者は、交付決定の通知を受けた場合において、その決定の内容又はそれに付した条件

に不服があるときは、交付決定日から起算して３０日以内に交付の申請を取り下げることが

できる。 

(2) 市長は、(1)の規定による取下げの申出を受理した場合は、１０の交付決定はなかったも

のとみなす。 

 

１２ 補助事業等の変更等 

(1) 補助対象事業者は、９(2)の規定による変更又は中止、廃止に係る承認を受けようとする

場合は、堺市中小企業デジタル化促進補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第６号）

に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (2) 市長は(1)の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市中小



企業デジタル化促進補助金変更（中止・廃止）決定通知書（様式第７号）により、申請者に

通知するものとする。 

 

１３ 実績報告 

補助事業者は、堺市中小企業デジタル化促進補助金実績報告書（様式第８号）に次の書類

を添えて、補助事業が完了した日、又は当該年度の２月１３日のいずれか早い日から起算し

て１５日以内に市長に提出しなければならない。 

(1) 事業実施報告書(様式第９号) 

(2) 収支決算書(様式第１０号) 

(3) 補助事業を実施したことを証明する書類 

(4) 補助対象経費に係る支出の証明書類の写し（請求書及び領収書） 

(5) 補助対象経費の内訳書 

(6) 堺 DX診断の診断結果（補助事業完了後に作成したもの） 

(7) その他市長が必要と認める書類 

 

１４ 補助金の額の確定 

(1) 市長は、１３の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を

審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。 

(2) 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市中小企業デジタル化促進補助金

確定通知書(様式第１１号)により、補助事業者に通知するものとする。 

(3) 市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付する

ことができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。 

 

１５ 補助金の交付 

(1) 補助金は、１４の規定による補助金の額の確定後交付する。 

(2) 補助事業者は、堺市中小企業デジタル化促進補助金交付請求書（様式第１２号）により、

補助金の額の確定通知を受けた日から起算して１５日以内に、補助金の交付請求を市長に対

して行わなければならない。 

 

１６ 事業実施経過報告 

市長は、補助事業の実施状況確認のため、補助事業者に対し、現地調査及び事業実施経過

の聞き取りを行うことができるものとし、この場合において、補助事業者は市長が行う調査

及び聞き取りに対して、必ず協力するものとする。 

 

１７ 補助事業の経理等 

   補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明

確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

 

  



１８ 実施状況の調査等 

   市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対し

て報告を求め、又は補助事業者の協力のもと現地調査等を行い、帳簿書類や設備等の物件を

検査することができる。 

 

１９ 成果の公表等 

補助事業者は、市長が事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じ公表するなど、

広く周知する場合は、必ず協力するものとする。 

 

２０ 重複の除外 

   市長は、申請者が補助事業と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関か

ら補助金等の資金助成の交付決定を受けた場合は、本補助金の補助対象から除外する。 

 

２１ 財産の処分の制限 

(1) 規則第２２条に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間とする。 

(2) 補助事業者は、市長の承認を受け、規則第２２条に規定する財産を処分し、その収入の全

部又は一部を市長に納付しなければならない。 

 

２２ 委任 

  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年５月２０日から施行する。 

（要綱の廃止） 

２ 堺市スマートものづくり導入支援補助金交付要綱及び堺市中小企業デジタルトランスフォー

メーション促進補助金交付要綱（以下「旧要綱」という。）は、廃止する。ただし、旧要綱の廃

止前に旧要綱に基づき交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。 

（この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和８年度の予算に係る

補助金（当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。）については、この要

綱は、同日後もなおその効力を有する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和５年４月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

ただし、附則第３項の改正規定は、令和６年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１（６関係） 

補助対象経費 

（経費区分） 

内容 

設備費 【IoT・AI・ロボット・RPA・ソフトウェア・クラウドサービスを新たに導

入・運用することに要する経費】 

〇IoT・AI・ロボットのデジタル技術を活用した機械装置・部品・工具・器

具（ロボット本体、各種センサ・カメラ等のデバイス、RFID等のデータ

送受信装置、測定工具・検品工具等） 

〇ソフトウェア・情報システム 

委託外注費 【IoT・AI・ロボット・RPA・ソフトウェア・クラウドサービスを新たに導入

検討・導入することに要する経費】 

〇調査設計、導入計画の策定、技術コンサルティング業務等を専門家に委託

する費用 

〇ソフトウェア・クラウドのサービス利用料 

（補助対象期間内に支払いが完了する場合は、最大 1年分の費用を補助対

象とする。） 

その他の経費 上記に規定するもののほか、市長が必要と認める費用 

備考 

消費税及び地方税法に規定する地方消費税は対象外とする。 

  



様式第１号 

 堺市中小企業デジタル化促進補助金交付申請書  

 

 令和  年  月  日 

堺 市 長 殿 

 

申請人  

所在地  

団体名  

代表者 職 氏名                

代表者生年月日  

代表者住所  

 

令和 年度堺市中小企業デジタル化促進事業について、次のとおり補助を受けたいので、関係書類を

添えて申請します。 

補 助 金 交 付 

申 請 額 
            円 

申 請 理 由 

 

 

 

確 認 項 目 

下記事項につきご確認いただき、「〇」をつけてください。 

 

「堺市中小企業デジタル化促進補助金交付要綱」及び本申請書を提

出する年度の「堺市中小企業デジタル化促進補助金募集要領」を確

認し、制度の概要及び手続きについて理解した。 

 

本申請書の情報や役員情報等は、堺市暴力団排除条例に基づき、申

請内容等の確認のため必要に応じて関係機関に提供及び照会するこ

とに同意する。 

 

本事業は、当該年度において国又は他の地方公共団体その他公的機

関から補助金等の資金助成の交付決定を受けていない、または受け

る予定がない事業である。 
 

担 当 者 
（所属部・課） 

（e-mail） 

（氏名） 

（TEL）  

会 社 概 要 
（常時使用する従業員）        人 

（資本金）              円 

受 講 し た 講 座 

 

 

「マナビ DX」に

掲載しているオ

ン ラ イ ン 講 座 

受講した者の職氏名 

（職）           （氏名） 

受講した講座の名称 

 

 

講座を受講し、学んだことや今後活かしていきたいこと等について記入して

ください。 

 



 

 

添 付 書 類 

１ 役員情報届出書(様式第１号の２。法人の場合に限る) 

２ 事業計画書(様式第２号) 

３ 収支予算書(様式第３号) 

４  独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY 

ACTION」の「★一つ星」を宣言したことが分かる資料（IPAからの通知

メール「【SECURITY ACTION】自己宣言の手続完了のお知らせ」等） 

５ 発行後３か月以内の履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は、（ⅰ）

発行後３か月以内の住民票、（ⅱ）個人事業の開業・廃業等届出書の写

し、の両方。) 

６  納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税(個人事業

者の場合は、直近の年度に係る市民税)の納税証明書(非課税の個人事業

者の場合は非課税証明書。第 1期決算未達の場合は申立書) 

７ 補助対象経費の見積書その他これに相当する書類の写し 

８ 補助事業について、産業 DX支援センター又は堺商工会議所の支援を受

けたことを証する書類の写し 

９ 会社案内又はそれに類するもの 

１０ 補助対象経費の内訳書 

１１ 堺 DX診断の診断結果 

１２ 受講した「マナビ DX」掲載講座の講座名が記載されているマナビ DX

の Webページをプリントアウトしたもの 

１３産業 DX 支援センター又は堺商工会議所発行のロードマップ 

１４ その他市長が必要と認める書類 

 



様式第１号の２        

 

役 員 情 報 届 出 書 

 

 

   堺 市 長    殿 

申請人 

団体名 

代表者 職 氏名               

           

   

堺市補助金交付規則第４条の規定により、補助金の交付申請を行うに当たり、次のとおり役員情

報を届け出ます。なお、記載内容に変更が生じた場合は、変更の内容及び理由を記載し、その都度、

速やかに届け出ます。 

 

 
《役員情報》 

 

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

  

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

 

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

 

（ふりがな）  （                      ） 

役 員 等 氏 名： 

生  年  月  日： 

住     所： 

 

 

《変更の場合：理由》 

 



様式第２号 

 

令和 年度 事業計画書 

 

項目 事業内容の説明 

 

１  申請者が抱える課題

及びデジタル化に対

する課題（デジタル化

の現状） 

 

 

２ 事業計画の概要 

 

 

３  導入予定のデジタル

ツールの説明 

ツール名 内容説明・効果 

① 

② 

・ 

・ 

① 

② 

・ 

・ 

４ 事業完了予定時期 令和  年  月頃 

 

５  設備導入等により期

待される効果 

 



様式第３号 

 

令和 年度 収支予算書 

 

                              団体名 

収 入                                 （単位 円） 

収入の種類 予算額 

１ 自己資金  

２ 堺市補助金 ※         

３   

収入合計  

 

 

支 出 

項  目 予算額 
左のうち堺市補助

金充当額 
内容説明（算出基礎等） 

１ 設備費  
  

別添補助対象経費の内訳

書に記載 
２ 委託外注費  

３ その他の経費  

補助対象経費小計  ※         

１ 補助対象外経費  
  

別添補助対象経費の内訳

書に記載 
２ 消費税額等  

補助対象外経費小計    

支出合計  ※          

※は、それぞれ一致するものとする。 

 

 

 



様式第４号 

 

 堺市中小企業デジタル化促進補助金交付決定通知書 

 

第   号 

令和  年  月  日 

申請人 

 

       様 

 

堺 市 長            

 

令和  年  月  日付けで交付申請のあった補助金については、次のとおり交付することに決定

したので、通知します。 

 

補 助 年 度 令和 年度 
補 助 金 の 名 称 

(又 は 補 助 事 業 名 ) 

堺市中小企業デジタル化促進 

補助金 

補助金交付金額 \            円 

交付予定時期 

 

金額一括 令和   年   月 

 

 

※ ただし、交付の時期は事業実施時期の変更その他の事情により変更することが

ある。 

 

 補助条件は、次のとおりとする。 

（１）補助金は、その目的以外に使用しないこと。 

（２）補助事業に要する経費の配分の変更（２０パーセント以内の流用増減を除く。）をし、若しくは補助事業の内容

の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長

に報告してその指示を受けること。 

（４）堺市補助金交付規則（平成１２年規則第９７号）の規定に従うこと。 

（５）補助事業完了後、別に定める様式により堺市補助金実績報告書をその定める期日までに市長に提出すること。 

（６）補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反

したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

 

堺市中小企業デジタル化促進補助金不交付決定通知書 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

申請人 

       様 

 

堺 市 長            

 

 

令和  年  月  日付けで交付申請のあった堺市中小企業デジタル化促進補助金については、次

のとおり交付しないことに決定したので、通知します。 

 

 

＜不交付決定理由＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第６号 

 

堺市中小企業デジタル化促進補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 

堺 市 長  殿 

申請人 

団体名 

代表者 職 氏名              

 

 

 

令和  年  月  日付け堺地産第   号で交付決定を受けた補助金について変更（中止・廃止）

したいので、堺市中小企業デジタル化促進補助金交付要綱 12（１）の規定により申請します。 

 

１ 変更（中止・廃止）理由 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更内容 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 計画を中止・廃止する場合については、理由のみ記入してください。 

 

 



様式第７号 

 

堺市中小企業デジタル化促進補助金変更(中止・廃止)決定通知書 

 

 

第    号 

令和  年  月  日 

 

 

申請人 

       様 

 

堺 市 長            

 

 

令和 年 月 日付けで申請のあった補助金の事業計画の変更（中止・廃止）について、次のとおり

決定したので通知します。 

 

補 助 年 度 令和 年度 
補 助 金 の 名 称 

（又は補助事業名） 

堺市中小企業デジタル化促進 

補助金 

決 定 事 項 変更 中止 廃止 

決 定 事 項 

 

  

  



 

様式第８号 

 

 堺市中小企業デジタル化促進補助金実績報告書 

 

   令和   年  月  日 

堺 市 長 殿 

 

所在地  

団体名  

代表者 職 氏名               

 

令和 年度堺市中小企業デジタル化促進補助金について、次のとおり関係書類を添えて、報告

します。 

補助年度 令和 年度 
補 助 金 の 名 称 

(又は補助事業名) 

堺市中小企業デジタル化促進 

補助金 

交付決定 令和  年 月 日付け通知 堺地産第     号 

補助金交付決定額 \     円 

実績の概要 

（内容、効果等） 

 

 

 

添付書類 

１  事業実施報告書(様式第９号) 

２  収支決算書(様式第１０号) 

３   補助事業を実施したことを証明する書類 

４  補助対象経費に係る支出の証明書類の写し（請求書及び領収書） 

５  補助対象経費の内訳書 

６  堺 DX診断の診断結果（補助事業完了後に作成したもの） 

７  その他市長が必要と認める書類 



様式第９号 

 

令和 年度 事業実施報告書 

 

項目 事業内容の説明 

 

１ 事業完了日 

 

  事業完了日     令和   年   月   日 

 

２ 導入設備等の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設備導入等により 

達成された効果 

（現状で分かる範囲の

効果と今後期待される

効果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１０号 

 

令和 年度 収支決算書 

 

                              団体名 

収 入                                 （単位 円） 

収入の種類 決算額 

１ 自己資金  

２ 堺市補助金 ※         

３   

収入合計  

 

 

支 出 

項  目 決算額 
左のうち堺市補助

金充当額 
内容説明（算出基礎等） 

１ 設備費  
  

別添補助対象経費の内訳

書に記載 
２ 委託外注費  

３ その他の経費  

補助対象経費小計  ※         

１ 補助対象外経費  
  

別添補助対象経費の内訳

書に記載 
２ 消費税額等  

補助対象外経費小計    

支出合計  ※          

※は、それぞれ一致するものとする。 

 

 

 



様式第１１号 

 

 堺市中小企業デジタル化促進補助金確定通知書 

 

    第     号  

令和  年 月 日 

申請人 

 様 

 

  堺 市 長            

 

 

令和  年  月  日付け堺地産第  号で交付決定した堺市中小企業デジタル化促進補助金に

ついて、堺市中小企業デジタル化促進補助金実績報告書の審査結果に基づき、次のとおり確定したので

通知します。 

補 助 年 度 令和  年度 
補 助 金 の 名 称 

(又は補助事業名) 
堺市中小企業デジタル化促進補助金 

補助金交付決定額 \     円 

補 助 金 確 定 額 \     円 

 補助金は、請求により交付する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号 

 

堺市中小企業デジタル化促進補助金交付請求書 

 

  令和  年  月  日 

堺 市 長  殿 

 

所在地  

団体名  

代表者 職 氏名 

         

 

令和 年度堺市中小企業デジタル化促進補助金について、堺市中小企業デジタル化促進補助金交付要

綱１５の規定により、次のとおり請求します。 

補 助 年 度 令和 年度 
補 助 金 の 名 称 

(又は補助事業名) 
堺市中小企業デジタル化促進補助金 

交 付 決 定 通 知 令和  年  月  日付け通知 堺地産第     号 

補助金交付決定額 \       円 

確 定 通 知 令和  年  月  日付け通知 堺地産第     号 

補助金確定通知額 \       円 

内訳 

既 受 領 額      \0円 

今回請求額 \       円 

残 額      \0円 

 

振込先 

金 融 機 関 名 
 

支店 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号  

口 座 名 義 人 

（申請人と同一名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

※ 補助金の交付請求の期日は、確定の通知を受けた日から起算して１５日以内とすること。 

 

 

 


